
 花車の運行について  

 

盛岡さんさ踊り実行委員会 

 

 

１．出演日数 

 

まつりの華やかさの演出や盛り上げにご協力いただける花車を募集いたします。 

花車は８月１日（金）・２日（土）・３日（日）・４日（月）の４日間ご出演いただき、自

団体のパレード出場日以外は、輪踊りのセンターサインとしてご協力いただきます。 

ただし、８月４日の大輪踊りについては、盛岡市役所側２ケ所が伝統さんさ踊り輪踊り

となりますので、輪踊りのシンボルとなる花車は５台(JC花車含む)となります。 

 

２．花車のサイズ 

 

全幅４ｍ程度、全長10ｍ程度、全高４ｍ程度（電線にかからないよう注意）。 

動力は人力のみ。 

発信・停止・方向転換等人力で制御できるようにしてください。 

 

 

３．装  飾 

 

光・音・色彩等、まつりの華やかさの演出や盛り上げにご協力ください。 

花車内(上)で太鼓等の演技が出来るステージの装備を希望します。 

大勢の人の中で運行することとなりますので、突起物、花車の転覆防止及び乗員(演技者)

の安全確保には充分ご注意ください。 

企業ＰＲは可能ですが、祭りの本分を大切にしてください。 

宗教・政治色の強いもの、公序良俗に反するものはご遠慮願います。 

 

 

４．運行に際して 

 

 会場内では人力での運行となります。出発、停止、方向転換等人力で制御できることが

必要です。 

出演待機場所は、市営駐車場脇の芝生公園及び近隣公共施設敷地で調整します。 

出演待機場所への移動については、車載車の利用も可能です。 

会場に面した団体（建物）からの出演の場合は、祭り終了を待ち、交通規制時間内に人

力により移動し、建物敷地内に収納してください。 

積載車を活用する際は、旧三戸町交差点付近のまつり会場内で待機し、まつり終了後積

載して移動(高さにご注意ください)。その場合、停止状態を維持できるよう、ストッパー、

ハンドブレーキ、車輪止め等をご用意ください。 

 

 



 

 

５．道路使用許可申請 

 

一般公道(規制道路以外)を花車で移動する場合は道路使用許可申請が必要となります。 

申請窓口は、東警察署１階。申請書に添付書類として、花車のルート図・花車図面・作

業運搬形態図のほか、道路管理者である市（県道を利用する団体へは県も）等の確認書が

必要となります。 
なお、提出にあたっては、同じ書類が２部、申請料として２,３００円が必要です。 
 

 

６．表 彰 

 

まつりの華やかさの演出や盛り上げ等において、秀でた花車を運行した団体を「優秀花

車賞」として表彰いたします。 

 

 

７．申込み 

 

パレード編成の都合上、６月５日(木)までに花車の出演について、メール等でお申込み

ください。 

 

お申込みの際は、下記メールアドレスまで、次の書類をご提出ください。 

① 三面図(縦・横・高さのサイズを記入) 

② イメージイラスト 

③ 当日の運行担当予定者の氏名及び携帯電話番号 

 

 お申込みいただいたのち、当日の運行スケジュールや保管場所、組み立てにかかる歴史

文化館への出入り時間等について調整させていただきます。 

 

 

 

 

 

盛岡さんさ踊り実行委員会 事務局（盛岡商工会議所内） 

※本件担当：菅原・家子 

 

T E L: 019-624-5880 ／ F A X： 019-654-1588 

Mail: info@sansaodori.jp（実行委員会代表アドレス） 

 


